
警報発令時について 
事業開始２時間前の時点で 神戸市全域 もしくは 東播地域 に 

 警報（高潮・波浪を除く）が発令されている場合  は、 

当施設の主催事業（教室・大会・イベント等）を中止とします。 

 

（例） 午前  7 時警報発令 → 午前 9 時～の当施設主催事業（教室・大会・イベント等）中止 

    午前 11 時警報発令 → 午後 1 時～の当施設主催事業（教室・大会・イベント等）中止 など 

 

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします 

兵庫県立障害者スポーツ交流館 


